
留 意 事 項

１．本単価は、秋田県の庁舎用途を対象に委託費用積算に用いるためのものであり、雇用契約における技術者への支払賃金を拘束するものではない。

２．日割基礎単価は、正規の勤務時間内に業務を行う場合の１日当たりの単価である。

３．本単価は労働者に支払われる賃金にかかるものであり、直接物品費、業務管理費及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。

＜　日割基礎単価　＞

技術者区分 技能・実務経験等
労務単価

(日割基礎単価）

 保全技師Ⅰ
　受変電設備、自家発電設備又は昇降機（以下「受変電設備等」という。）の点検整備
業務について、高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実
務経験１５年以上程度の者

20,300

 保全技師Ⅱ
　受変電設備等以外の設備の点検整備業務について、高度な技術力及び判断力並びに作
業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験１５年以上程度の者 18,900

 保全技師Ⅲ
　建築業務について作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、一級建築士
資格取得後実務経験３年以上若しくは二級建築士資格取得後実務経験５年以上程度の者
又は建築系大学卒業後実務経験８年以上程度の者

20,600

 保全技師補

(1) 設備の点検整備業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有
し、実務経験１０年以上１５年未満程度の者
(2) 運転・監視及び日常的な点検保守業務について、高度な技術力及び判断力並びに作
業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験１０年以上程度の者

16,400

 保全技術員

(1) 設備の点検整備業務について、保全技師又は保全技師補の指示に従って作業を行う
能力を有し、実務経験５年以上１０年未満程度の者
(2) 運転・監視及び日常的な点検保守業務について、作業の内容判断ができる技術力及
び必要な技能を有し、実務経験５年以上１０年未満程度の者

15,800

 保全技術員補

(1) 設備の点検整備業務について、保全技術員の指示に従って作業を行う能力を有し、
実務経験５年未満程度の者
(2) 運転・監視及び日常的な点検保守業務について、保全技術員の指示に従ってを行う
能力を有し、実務経験５年未満程度の者

14,100

 清掃員Ａ
　１級ビルクリーニング技能士の資格を有する者又は清掃業務について作業の内容判断
ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有し実務経験６年以上程度の者 13,400

 清掃員Ｂ
　２級ビルクリーニング技能士の資格を有する者、３級ビルクリーニング技能士の資格
取得後実務経験２年以上程度の者又は清掃業務について作業の内容判断ができる技術力
及び必要な技能を有し実務経験３年以上６年未満程度の者

10,800

 清掃員Ｃ
　清掃業務について、清掃員Ａ又は清掃員Ｂの指示に従って作業を行う能力を有し、実
務経験３年未満程度の者 9,800

 警備員Ａ
　施設警備１級の検定資格を有する者又は警備業務について高度な技術力及び判断力並
びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験６年以上程度の者 14,400

 警備員Ｂ
　施設警備２級の検定資格を有する者又は警備業務について作業の内容判断ができる技
術力及び必要な技能を有し、実務経験３年以上６年未満程度の者 11,900

 警備員Ｃ
　警備業務について、警備員Ａ又は警備員Ｂの指示に従って作業を行う能力を有し、実
務経験３年未満程度の者 10,700

秋田県建築保全業務労務単価

（令和６年４月１日以降に履行期間の始期日となる業務に適用）


